
－1－ 

議案第７４号 

世田谷区立公園条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    令和６年９月１７日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 世田谷区立成城九丁目さくらの庭公園を設置する必要があるので、本案を

提出する。   



－2－ 

世田谷区立公園条例の一部を改正する条例 

 世田谷区立公園条例（昭和３３年４月世田谷区条例第４号）の一部を次のように改 

正する。 

 別表第１の１の部⑷の款世田谷区立成城九丁目公園の項の次に次のように加える。 

世田谷区立成城九丁目さくらの

庭公園 
東京都世田谷区成城九丁目４番１２号 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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０ ５ｍ

案  内  図

世田谷区立

成城九丁目さくらの庭公園

成城九丁目

成城七丁目

成城西之原公園

成城八丁目

成城七丁目北公園

成城七丁目公園

成城八丁目広場


